
血液事業の推進等について   



献血者数及び献血量の推移  

献
血
者
数
（
万
人
・
）
 
 

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年  

田200ml鵬400mt⊂コ成分献血◆献血量（万し）   



‾ 
‾「  

年代別献血者の推移  
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献血構造改革の重点事項について  

1献血構造改革の方向性  

（1）血液の消費に占める高齢者の害恰が今後増大することから、供給において若牢者層が安定的   

に需要を持続的に支えていく持続可能な血液の需給体制を構築していくこと′。  

（2）需給の安定及び安全性の向上の観点から、複数回の献血者を確保していく需給体制を構築し   

ていくこと。  

2 構造改革の目標   

献血について、単に広く呼びかけるだけではなく、目標を定めて組織的な献血促進休制に切り替  

えていく（5年程度の達成目棲）。  

（1）若年層の献血者数の増加   

・10代、20代を献血者全体の40％まで上昇させる。（平成16年度 35％）  

（2）安定的な集団献血の確保   

・集団献血等に協力する企業数を倍増する。（平成16年度 23，890社）  

（3）複数回献血者の増加   

・複数回献血者を献血者全体の35％まで上昇させる。（平成16年度 27％）  

3 若年層の献血者対策   

従来からのライオンズクラブ等の献血ボランティアの御協力に加え、組織的に若年者の献血体験  

の促進及び献血インセンティブの向上を目指う㌔   

（1）全国の若年者献血ボランティア楓青少年のボランティア組織等との組織的な連携を構  

築し、献血の推進及び将来の献血者に対する普及啓発を積極的に行う。   

（2）若牢者に受け入れられる献血キャラクターの開発及び媒体を活用した普及を図る。   

（3）若年者の献血体験の推進  

企業献血の推進を図る。  

（1）献血協賛企業の検討  

（2）企業の集団献血の推進  

複数回献血者の繍ヒ及びサービス向上を図る。  

（1）登録献血者の血液不足時の組織的呼びかけ体制の構築  

（2）複数回献血者向け健康管理に係る付加価値情報の提供  

6 キャンペーン等   

血液の不足する秋口、年末から新年、新旧年度の変わり目等に定期的な献血推進キヤン人トーーンを  

実施する。  

7 献血者の健康被害に対する救云   
国の適切な関与の下で、平成18年10月を目途に日本赤十字社を実施主体としてヾ新たに健康被  

害の救済制度を整備する。  
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厚生労働省・献血推進本部 危機管理対応  

1 対応の目的  

（1）血液製剤による変異型クロイツフェルト・ヤコブ病（vCJD）の伝播防止   

のための献血制限において、輸血用血液製剤の在庫状況を踏まえ、．国は、日本   
赤十字社及び各都道府県と連携して、国民の医療に支障を来さないための危機   
管理対応策を講ずる。   

（2）在庫状況に不足が生じた場合あるいは予測された場合に、国は、危険水準を   

勘案し、日本赤十字社が実施する危機管理対応と連携した献血推進措置を図る   

ものとする。  

2 対応の考え  

（1）適正在庫  

各日本赤十字社血液センター（以下「センター」とする）毎に設定すること   

とし、適正在庫は、過去1年間の平日の一日需要量の3日分を目安とする。   

（2）危険水準  

センターにおける各血液型別在庫量と適正在庫の比率を元に、地域レベルと   

全国レベルでの実態を踏まえ、日本赤十字社が発する危険水準に応じて、国は   

必要な措置を講ずる。   

（3）国の役割   

① 都道府県毎の全センターにおける在庫水準を日々全国的に把握する。   

② 日本赤十字社が行う地域レベルでの対応を監督する。   

③ 全国レベル及び東京都における危険水準対応について、日本赤十字社と連  

携して実施する。  

3 国が行う危機管理対応の内  

（1）情報の把握と危機管理の事態の掌握 

① 日赤本部からの全国の在庫状況の連絡及び事態の把握   

② 危険水準にあるセンターに対する日本赤十字社の対応の確認   

③ 地域間調整等の状況の把握   

④ 警戒レベルに応じた本部会議の招集  
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（2）日本赤十字社が行う対串こついて、各都道府県及び医師会（医療機関）、企業  

団体、報道機関等に対し、予め協力を要請   

（3）全国の各血液型別の在庫が、全国平均して適正在庫の70％割れが発生した  

場合（2日分程度の在庫）（早急に回復する見込みがなく、70％割れを起こす  

恐れのある段階を含む）  

①全国ネットでの公共、民間放送局での警戒情報（注意報）及び呼びかけに関  

するラジオ、テレビ・女ポットの放送依頼（日本赤十字社と協力）  

②全都道府県に対する情報提供と協力要請  

③大規模事業所の経済団体、省内、各省庁への献血の協力要請  

④厚生労働省HPでの警戒情報（注意報）の提供   

（4）全国の各血液型別の在庫が、全国平均して適正在庫の60％割れが発生した  

場合（1．5日分程度の在庫）（早急に回復する見込みがなく、60％割れを起  

こす恐れのある段階を含む）  

①全国ネットでの公共、民間放送局での警戒情報（警報）及び呼びかけに関す  

るラジオ、テレビ・スポットの放送依頼（日本赤十字社と協力）  

②大都市圏における緊急アピール等、イベントの実施（日本赤十字社と協力）   

③全都道府県、政令市に対する協力要請   

④大規模事業所の経済団体、省内、各省庁への献血の協力要請  
⑤厚生労働省HPでの警戒情報（警報）の提供   

（5）東京都センターの各血液型別の在庫が、適正在庫の60％割れを起こし（早   

急に回復する見込みがなく、60％割れを起こす恐れのある段階を含む）かづ、   

週末を超えた月曜日の段階で、前週の月曜日の在庫水準を下回った場合   

①全国ネットでの公共、民間放送局での警戒情報（警報）及び呼びかけに関す  

るラジオ、テレビ・スポットの放送依頼（東京都、日本赤■字社と協力）   

②大都市圏における緊急アピール等、イベントの睾施（東京都、日本赤十字社   

と協力）   

③全都道府県、政令市、市町村に対する協力要請   
④大規模事業所の経済団体、東京地区の経済団体等への協力要請   

（6）上記（4）、（5）でも効果がない場合   

①東京都センターに搬送できる各ブロック毎の血液製剤量を確認しJ・搬送準備  

をさせるよう指導   

②献血制限対策の実施方法の見直しの検討（審議会の開催等を含む。）  

なお、上記以外の地域レベルでの対応についても．、緊急性等から必要があると認  

められた場合たは、国は直接的に献血確保に有効な対策を轟ずるものとする。  

ー2－  
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危 機 管 理 対 応  

各センター（地方）レベル  全国レベル  

注意報  警 報  注意報く70％）  警報（60％）  

第1段階（70％）   第2段階   第1段階（50％）   第2段階  （在庫2日）  （在庫2日未満）  

（在庫2日）   （次週の月曜日在庫水準低下）   （在庫1，5日以下）  く次週の月掛日在庫水準低下）   

＊東京都は60％  

8本赤十字社   

○都道府県に協力依頬  ○固定施設の休日稼働  ○地方わトでの書報  0全国ネットでの注意報  ○全国ネットでの警報   

○採血施設の受付延長   ○受付の延長（移動採血車）  

○追加献血の依頼（登録事業所）  ○大規模事業所への献血要請  

○地域間の需給調翠  

＜東京都の場合＞  ＜東京都の場合＞  

○各センターHPで呼びかけ     ○全国わトでの警報  

＜東京都の場合＞  

厚生労働省  （状況把握及び関係都道  ○全国わトでの注意報  

府県への協力要請）   への協力要諦）  

○大都市圏での緊急アヒ」ル等  

○全都道府県等へ協力要請  0経済団体、各省庁等へ  

○経済団体、各省庁等へ献血要請  ○経済団体、各省庁等へ献血要請  

（効果がない場合）  （効果がない場合）  

○各ブロックから都センく卜への  ○対策の実施方法見直し検討   

血液製剤搬送指導  

○対策の実施方法見直し検討  

＊（）内の％：適正在庫（過去1年間の平均1日需要量の3日分）に対する実在庫の割合（各血液型別）  
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献血推進本部設置要綱  

1．目 的   

血液製剤による変異型クロイツフェルトヤコブ病（vCJD）の伝播防止？ための  

献血制限において、国民の医療に必要な血液製剤の供給に支障を来さないよう、関係部  

局の協力の下、献血の確保、血液製剤の適正使用等の対策の一層の推進を図る。  

2．構 成   

本部長 厚生労働大臣  

副本部長 本部長が指名する副大臣  

本部長が指名する政務官  

本部員 事務次官  

厚生労働審革官  

官房長  

総括審議官  

技術総括審議官  

医政局長  

健康局長  

医薬食品局長  

労働基準局長  

職業能力開発局長  

その他本部長が指名する者  

3．庶 務   

本部の庶務は、医薬食品局血液対策課において処理する。  

4．補 足   

本部の運営に閲し必要な事項は、本部長が別に定める。  

5．設置日   

平成17年4月1日（金）  
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平成18年度の献血の推進に  

関する計画 

平成、18年3月17日  

厚生労働省告示第131号  
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平成18年度の献血の推進に関する計画   

前文  

本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年  

法律第160号。以下「法」という。）第10条第1項の規定に基づき定める  

平成18年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安全性の向上及  

び安定供給の確保を図るための基本的な方針（平成15年厚生労働省告示第  

207号。以下「基本方針」という。）に基づくものである。   

第1節 平成18年度に献血により確保すべき血液の目標量   

平成18年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、全血製剤0．1  

しょう 万リットル、赤血球製剤47万リットル、血小板製剤15万リットル、血祭  
製剤24万り．ットルであり、それぞれ0．1万リットル、49万リットル、  

16万リットル、25万リットルが製造される見込みである。  

しょう  さらに、確保されるべき原料血衆の量の目標を勘案すると、平成18年度  
には、全血採血により133万リットル及び成分採血により63万リットル  

し上う （血小板採血32万リットル及び血祭採血31万リットル）の計196万リ  

ットルの血液を献血により確保する必要がある。  

第2節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項  

（1）献血に関する普及啓発活動の実施  

・国は、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、採血事業者等の関係   

者の協力を得て、献血により得られた血液を原料とした血液製剤の国内自給（法   

第3条第2項に規定する国内自給をいう。以下同じ。）を推進し、広く国民各層   

に献血に関する理解と協力を求めるため、国民に対し、教育及び啓発を行う。  

・都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て、より多く   

の住民の献血への参加を促進するため、地域の実情に応じた啓発を行うことに   

より、献血への関心を高めることが必要である。  

・採血事業者は、国、都道府県、市町村等の関係者の協力を得て、献血者が継   

続して献血に協力できる環境の整備を行うことが重要である。このため、国、  

ーl－  
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都道府県、市町村等の関係者と協力して効果的なキャンペーンを実施するとと  

もに、献血者の健康管理に資することを目的とした血液検査結果の通知等の各  
種サービ云を提供すること等により、献血への一層の理解と協力を呼びかける  

ことが求められる。   

国、都道府県、市町村及び】采血事業者は、国民に対し、血液製剤がこれを必  

要とする患者への医療に欠くことのできない有限で貴重なものであることを含  

め、献血や血液製剤についての普及啓発を実施するとともに、．少子高齢化の進  

行や変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生に伴う献血制限等の献血をめぐ  

る環境の変化、血液製剤の利用実態等について正確な情報を伝え、献血者等の  

意見を踏まえつつこれらの情報提供や普及啓発の手法等の改善に努めることが  

必要である。また、血液製剤の安全性の確保のための取組の一環として、感染  

症の検査を目的とした献血を行わないよう、献血における問診はもとより平素  

から広報媒体を用いること等により、国民に周知徹底する必要がある。   

これらを踏まえ、以下に掲げる献血推進のための施策を実施する。  

① 効果的な普及啓発、献血者募集等の推進   

血液製剤について∴国内自給が確保されることを基本としつづ、将来にわた  

って安定的に供給される体制を維持するため、普及啓発の対象を明確にした効  

果的な活動や重点的な献血者募集を行うこととし、これを 

位置付け、以下の取組を行う。  

＜若年層を対象とした対策＞  

○ 国、都道府県、市町村及び採血事業者は、従来から献血推進活動を行って   

いる献血ボランティア等の協力に加え、若年層を中心としたボランティア組   

織の協力を得ること等により、若年層の献血への理解の促進及び献血体験の   

促進に組織的に取り組む。  

具体的な取組に当たっては、以下に留意する。  

・ 全国の若年者献血ボランティア組織、青少年のボランティア組織等との機   

能的な連携を確保する。  

・ 各種広報媒体を通じて、国が作成した献血推進キャラクターを■効果的に活   

用する。  

○ 国は、高校生を対象として、献血について解説した教材等を作成し、都道   
府県及び市町村と協力して、これらの教材等を有効活用しながら献血への理   

解を深めるための普及啓発を行う。  

また、中学生を対象として、血液への理解を促す資材を作成し、都道府県   

及び市町村と協力して、これらの資材を有効活用しながら血液及び献血につ   

いての正しい知識の普及啓発を行う。  

○ 都道府県及び市町村は、地域の実情に応じて、若年層の献血への関心を高   

めるため、学校等において、ボランティア活動推進の観点を踏まえつつ献血   

についての情報提供を行うとともに、献血推進活動を行う組織との有機的な   

連携を確保する。  
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○ 採血事業者は、その人材や施設を活用しつつ、若年層への正しい知識の普   

及啓発と協力の確保を図るため、献血に関するセミナーや血液センターの見   

学会等の開催を推進する。その推進に当たっては、国と連携するとともに都   

道府県及び市町村の協力を得る。  

＜企業における献血の推進対策＞  

○ 国及び疲血事業者は、都道府県及び市町村の協力を得て、以下の取組を行   

う。  

・・企業にとっての社会貢献活動の一つとして企業における献血の推進を促す   

ため、献血に協賛する企業を募る。  

このほか、各血液センター等における献血推進活動の展開に際し、地域の   

実情に即した方法で企業との連携強化を図り、企業における献血の推進を図   
るための呼びかけを行う。  

＜複数回献血者対策＞  

○ 国及び採血事業者は、都道府県及び市町村の協力を得て、以下の取組を行   

う。  

・血液の在庫が不足した際はもとより、平素からあらかじめ各血液センター   

に登轟された献血者に対し、機動的かつ効率的に呼びかけを行うことができ   

る体制を構築する。  

・複数回献血者に対し健康管理のための講演会を行うなど、複数回献血者に   

対するサービスの向上を図る。  

・ 各血液センターに、複数回献血者を中心的な構成員とする献血者のクラブ   

を組織し、情報誌の発行等各種サービスの提供を行うなど、複数回献血者の   

組織化のための取組を行う。  

＜献血推進キャンペーン等の実施＞  

○ 国は、以下の取組を通じ、自ら効果的な献血推進キャンペーン活動を畢関   

するとともに、各種団体、献血k協賛する企業等、献血推進活動を実施しよ   

うとする関係者に対し、適切な情報を提供する等の必要な支援を行う。  

・都道府県及び採血事業者とともに、7月に「愛の血音夜助け合い運動」を、  

1月から2月までの期間に「はたちの献血」キャンペーンを実施し、特に必   

要性が高い400－ミリリットル全血採血及び成分採血の推進及び普及のため、   

ポスター等の必要な．資料を作成、し、関係者に提供する。また、都道府県及び   

採血事業者においても、必要な資料を作成し、関係者に提供する。  

・様々な広報媒体を活用して献血への理解と協力を呼びかけるとともに、献   

血場所を確保するため、関係者に必要な協力を求める。  

・都道府県献血推進計画の策定に技術的支援を行うとともに、計画の達成に   

向けた進ちょく状況等を把握し必要な助言を行う。  

○ 都道府県及び市町村は、様々な広報媒体を活用し、採血事業者の協力を得  
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て、献血の推進に関する資料を関係者や住民に提供すること等により、住民  

に献血への理解と協力を呼びかけることが必要である。例えば、献血の必要  

性に関する教育及び啓発資料の作成、広報媒体等を活用した献血場所の周知、  

献血未経験者が参加しやすいイベントの開催等が挙げられる。   

② 献血運動推進全国大会の開催等   

・国は、都道府県及び採血事業者とともに、献血により得られた血液を原料  

とした血液製剤の国内自給を推進し、広く国民各層に献血に由する理解と協  

力を求めるため、7月に献血運動推進全国大会を開催する。   

・国及び都道府県は、献血運動の推進に閲し積極的に協力し 

績を示した団体又は個人に対し表彰を行う。   

③ 献血推進運動中央連絡協議会の開催   

・国は、都道府県、市町村、採血事業者、民間の献血推進組織、患者団体等  
の代表者の参加を得て、効果的な献血推進のための方策や献血を推進する上  

での課題等について協議を行うため、10月に献血推進運動中央連絡協議会  

を開催する。   

④ 献血推進協議会の活用   

・㌻ 都道府県は、献血に対する住民の理解と協力を求め、血液事業の適正な運  

営を確保するため、献血推進協議会を設置することが重要であり、血液事業  

の問題点等を提示するなどして、定期的に開催することが求められる。市町  

村においても、同様の協議会を設置することが望ましい。   

・献血推進協議会には、採血事業者、医療関係者、商工会議所、教育機関、  

報道機関等から幅広く参加者を募る。   

・都道府県及び市町村は、このような献血推進協議会を活用することにより、  

採血事業者及び血液事業に関わる民間組織等と連携して、都道府県献血推進  

計画の策定を始めとして、献血に関する教育及び啓発を検討し、民間の献血  

推進組織の育成等を行うことが必要である。   

（2）献血の推進に際し、配慮すべき事項  

① 献血者が安心して献血できる環境の整備   

・平成17年12月にr安全で安心な献血の在り方に関する懇談会」報告書  

が取りまとめられ∴献血者が安心して献血できる環境整備めため、国の適切  

な関与の下で採血事業者を実施主体とする献血による健康被害に対する救済  

制度め創設等の握言がなされた。   

・採血事業者は、献血者が安心して献血できる環境を整備する必要があり、  

この報告書に沿って、平成18年度中の新たな救済制度の創設に向け、採血  

業務の運用・管理の見直し、体制整備等を図る。   

・採血事業者は、献血の受入れに当たっては献血者を懇切丁寧に処遇し、不  

快の念を与えぬよう特に留意する必要がある。また、献血者の要望を把握し、  

これを踏まえて、献血受入体制の改善に努める。   

・国及び都道府県は、採血事業者によるこれらの取組を支援するなどして、  
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安心して献血を行うことができる制度基盤を確立することが重要である。  

② 血液検査による健康管理サービスの充実  

・採血事業者は、献血制度の健全な発展を図るため、採血に際し、生化学検   

査等献血者の健康管理に資する検査を行い、献血者が希望する場合は、その  

結果を通知する。  

・国は、採血事業者によるこれらの取組を支援する。また、献血者の健康管   

理に資する検査の充実は、自発的な無償供血に矛盾するものではなく、献血   

の推進に有効であることから、検査結果を健康診査、人間ドック、職域検査   

等で活用するとともに、地域における保健指導にも用いることができるよう、   

周知又は必要な指導を行う′。都道府県及び市町村は、これらの取組に協力す  

る。  

③ 献血者の利便性の向上  

・採血事業者は、立地条件等を十分考慮して採血所を設置するとともに、効   

率的に採血を行うため、移動採血車による採血等、献血者の利便性に配慮し  

た献血受入体制の整備及び充実を図る。  

・都道府県及び市町村は、採血事業者と十分協議して、移動採血車による採   

血等の日程を設定し、そのための公共施設の提供等、採血事業者の献血の受   

入れに協力することが重要である。  

・国、都道府県及び市町村は、採血事業者による献血の受入れが円滑に行わ   

れるよう、献血場所の確保等に閲し、必要な措置を講ずることが重要である。  

④ まれな血液垂の血液の確保  

・採血事業者は、まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保す  

るため、まれな血液型を持つ者に対し、その意向を踏まえ、登録を依頼する。  

・国は、まれな血液型の血液の供給状況について調査する。  

⑤ 採血基準の在り方の検討  

・国は、献血者の健康保護を第一に考慮しつつ、献血の推進及び血液の有効   

利用の観点から、採血基準の見直しを行う。  

⑥ 血液製剤の安全性の向上に関する献血の在り方の検討  

・国は、「輸血医療の安全性確保のための総合対策卜笹基づき、採血事業者と   

連携して、献血者に対する健康管理サービスの充実等による健康な献血者の   

確保、献血者の本人確認の徹底等め検査目的献血の防止のための措置を講ず   

るなど、善意の献血者の協力を得て、血液製剤の安全性を向上するための対  

策を推進する。  

（3）その他関係者による取組  

官公庁、企業、医療関係団体等は、その構成員に対し、ボランティア活動で   

ある献血に対し積極的に協力を呼びかけるとともに、献血のための休暇取得を   

容易にするよう配慮するなど、進んで献血しやすい環境作りを推進することが   

望ましい。  
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